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宮城県農業土木工事共通仕様書【改 定 後】 宮城県農業土木工事共通仕様書【現 行】 備 考

第１編 共通編 第１編 共通編 改定内容

第１章 総則 第１章 総則
第１節 総 則 第１節 総 則

１－１－１ ～ １－１－12 【略】 １－１－１ ～ １－１－12 【略】

１－１－13 工事の下請負 １－１－13 工事の下請負
１．受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさな １．受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさな

ければならない。 ければならない。

（１）～（３） 【略】 （１）～（３） 【略】
［県］

（４) 下請負人は、契約書第７条の２第１項に基づく社会保険等の届出をしている （４) 下請負人（受注者が直接契約締結するものに限る。以下「１次下請負人」 ・すべての下請負人を社会保
こと。ただし、当該届出の義務がない者はこの限りでない。 という。）は、契約書第７条の２第１項に基づく社会保険等の届出義務を履 険等加入建設業者に限定

行していること。ただし、当該届出の義務がない者はこの限りでない。

２．【略】 ２．【略】

１－１－14 ～ １－１－53 【略】 １－１－14 ～ １－１－53 【略】

第２章 材料 第２章 材料
第１節 ～ 第12節 【略】 第１節 ～ 第12節 【略】

第13節 宮城県グリーン製品及び県産木材製品等の活用 第13節 宮城県グリーン製品及び県産木材製品等の活用
２－13－１ 総則 ２－13－１ 総則

１．～ ３． 【略】 １．～ ３． 【略】
［県］

４．受注者は、木材製品を使用した場合、使用状況を別に定める様式に記入し、完 ２．受注者は、木材製品を使用した場合、使用状況を農村振興課が定める様式に記 ・様式及び報告対象の変更
了届を提出する際に監督職員に紙及び電子データで提出するものとする。様式は、 入し、完了届を提出する際にに監督職員に紙及び電子データで提出するものとす ・誤記の修正
宮城県農林水産部農村振興課ホームページからダウンロードして使用する。 る。様式は、宮城県農林水産部農村振興課ホームページからダウンロードして使
なお、他工事から転用した製品も報告対象とする。 用する。なお、他工事から転用した製品は、報告対象外とする。

２－13－2 ～ ２－13－3 【略】 ２－13－2 ～ ２－13－3 【略】



宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式

新旧対照表



宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式【改 定 後】 宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式【現 行】



宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式【改 定 後】 宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式【現 行】

【新設】



宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式【改 定 後】 宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式【現 行】

【新設】

【新設】
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